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平塚市博物館劣化度等調査業務委託に係るプロポーザル実施要領 

 

１ 業務概要 

（１）委託業務名 

平塚市博物館劣化度等調査業務 

（２）目的 

本市の公共施設について、「平塚市公共施設等総合管理計画」及び「平塚市公共施設等個別施設計

画」をもとに、計画的な建物及び設備等の改修により長寿命化を図り、施設の安全性や快適性等の向

上につなげるとともに、環境やユニバーサルデザインにも配慮し、長く機能的に使用できる公共施設

の整備を進めている。平塚市博物館は、子育て中の方や高齢者、障がいのある方など、様々な方が利

用される中、過去に大規模改修を行っておらず、耐震性能の不足や施設の老朽化、バリアフリーの不

完全さが大きな課題となっている。こうした背景のもと、本業務は、平塚市博物館の今後の施設改修

の方向性を検討するため、建物の現状把握及び劣化度調査等を実施し劣化度を評価した上で、修繕・

更新・改修の必要性及び実現性の判断や、概算費用の把握、調査によって確認された諸課題の整理、

改修が可能な場合は改修に向けた基本計画及びスケジュールの策定を目的に実施するものである。 

（３）委託期間 

契約締結日から令和８年３月３１日（火）まで 

（４）業務内容 

「平塚市博物館劣化度等調査業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）」のとおりとする。 

（５）委託上限額 

２０，２０７，０００ 円（消費税及び地方消費税を含む） 

（６）選定方法 

公募型プロポーザル方式による選定とする。 

 

２ 参加の資格要件 

（１）本プロポーザル方式に提案しようとする者は、次に掲げる資格を満たしている企業であるこ 

と。 

ア 平塚市競争入札参加資格者名簿に登録が認められている者であること。 

イ 地方自治法施行令第１６７条の４に掲げる者でないこと。 

ウ 公募日から受託候補者として特定されるまでの間に、平塚市一般競争入札参加停止及び指名

停止等措置要領に基づく停止措置を受けていない者であること。 

エ 平塚市暴力団排除条例（平成２３年平塚市条例第９号）に定める暴力団員等、暴力団経営支

配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者でないこと。 

オ 神奈川県暴力団排除条例（平成２２年神奈川県条例第７５号）第２３条第１項又は第２項の

規定に違反しない者であること。 

カ ２年以内に銀行取引停止処分を受けている者でないこと。ただし、会社更生法（平成１４年

法律第１５４号）に基づく更生手続又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再

生手続（以下「更生手続又は再生手続」という。）の開始決定を受けた後、再度、上記アに規
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定する入札参加資格を有することとなった者を除く。 

キ 前６箇月以内に不渡手形又は不渡小切手を出していない者であること。ただし、更生手続又

は再生手続の開始決定を受けた後、再度、上記アに規定する入札参加資格を有することとなっ

た者を除く。 

ク 債務不履行により所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売手続の 

開始決定がなされている者でないこと。 

ケ 国税、地方税のいずれも滞納している者でないこと。 

コ 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を

受けたものであること。 

サ 建築士法第１０条第１項に規定する懲戒の処分を受けていないこと。 

シ 建築士法第５条第２項の一級建築士の免許を受けた者を管理技術者として配置できること。 

ス 本プロポーザルに複数の企業で参加する場合において、各構成員が上記アからシを満たして

おり、かつ他の構成員として又は単独で本プロポーザルに参加していないこと。 

（２）下記技術者を各１名配置すること。各技術者については、下記必要な資格を保有するよう努  

めること。 

ア 管理技術者：公共建築工事品質確保技術者及びＣＣＭＪ 

イ 主任技術者：ＣＣＭＪ及び一級建築士 

ウ 担当技術者（建築コスト担当）：建設コスト管理士及び建築積算士 

エ 担当技術者（調査担当）：ＣＣＭＪ及び建築設備診断技術者 

オ 担当技術者（設備担当）：ＣＣＭＪ及び設備設計一級建築士 

カ 担当技術者（構造担当）：構造一級建築士 

 ※管理技術者は他の技術者との兼務は認めない。 

※ＣＣＭＪ：認定コンストラクションマネジャーの略称 

 ※共同事業体としての配置で構わない。 

 

３ スケジュール 

平塚市博物館劣化度等調査業務委託に係るプロポーザルスケジュール 

年 月 日 内容 

令和７年 １０月３１日（金） 公告の実施 実施要領等交付開始 参加表明書、質問書受付開始 

令和７年 １１月 ５日（水） 質問書の提出期限（１７時まで） 

令和７年 １１月 ７日（金） 質問の回答公表 

令和７年 １１月１２日（水） 参加表明書の提出期限（１７時まで） 

令和７年 １１月１８日（火） １次審査（書類審査） 

令和７年 １１月２６日（水） 要請通知・非選定通知の発送 

令和７年 １２月１０日（水） 企画提案書提出届の提出期限（１７時まで） 

令和７年 １２月１７日（水） ２次審査（プレゼンテーション及びヒアリング） 

令和７年 １２月２３日（火） 審査の結果を通知・公表 

令和７年 １２月下旬 契約の締結 
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※上記日程は予定のため、変更する場合がある。 

 

４ 質問事項の受付及び回答 

（１）質問方法 

「平塚市博物館劣化度等調査業務委託 質問票」に記入の上、電子メールで提出すること。 

表題： 『平塚市博物館劣化度等調査業務委託に関する質問』 

    送信先： 平塚市教育委員会社会教育部平塚市博物館 

メールアドレス： muse@city.hiratsuka.kanagawa.jp 

（２）受付期限等 

受付期限：令和７年１０月３１日（金）から１１月５日（水）１７時まで 

回答送付：令和７年１１月７日（金）までに回答 

（３）回答方法 

質問に対する回答は、質問者に電子メールで通知するとともに、法人名等を伏せた上で、市ホ

ームページにて公表する。なお、電話等による質問には簡易なものを除き応じない。 

 

５ 提出書類 

（１）提出書類 

次の書類を以下提出先へ連絡の上、直接持参し提出すること。 

番号 書類名称 単独 
共同事

業体 

１ 参加表明書（様式第１－１） 〇 ○ 

２ 共同事業体構成員届（様式１－２） － ◎ 

３ 共同事業体委任状（様式１－３） － ◎ 

４ 誓約書（様式１－４） 〇 ○ 

５ 業務執行体制（様式２） 

専門職員の配置並びに全体の執行体制及び協力体制について記載する

こと。業務の受注者は一部の業務を再委託することができるが、その場

合は、「協力会社等」の欄に記入し再委託する業務範囲を明示すること。 

○ ○ 

６ 業務受託実績表（様式３） 

１人の技術者につき１枚作成すること。令和２年度から参加表明書の提

出時までに完了した公共施設における事業者（設計施工者）選定を含む

劣化度等調査業務及び類似業務を記載すること。 

○ ○ 

７ 資格・実績等を証明する書類 

様式３における予定技術者ごとに次の書類を添付すること。 

・参加者の組織に属していることが確認できる書類の写し 

・保有資格に係る資格証明書の写し 

・業務受注実績表（様式３）に記載した主な実績に係る契約書の写し（業

務名称、発注機関、履行期間、業務概要が分かる部分の写し） 

○ ○ 

８ 企画提案書 ※下記（２）に補足有 ○ ○ 
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Ａ４判用紙に両面で印刷することとし、各ページにはページ番号を表示

すること。なお、Ａ４判用紙によりがたい場合は、Ａ３判用紙を用いる

ことも可とする。この場合、見開きしやすいようＡ４判用紙と同じ大き

さに折りたたむこと。写真、イラスト等の使用、フォント種類・サイズ、

カラー印刷・白黒印刷等は問わない。 

９ 参考見積書（Ａ４判用紙にて作成すること。） 

名称は、「平塚市博物館劣化度等調査業務」、宛先は「平塚市長」とし、

代表者印を押印すること。 

見積額は委託上限額の範囲内で、総額にかかる費用が分かるように作成

すること。さらに、提案内容を実現するために必要な業務を列挙し、そ

の概算費用を明記すること。 

○ ○ 

１０ 法人の定款の写し及び履歴事項証明書（登記事項証明書）の原本（提出

日から遡って３か月以内に取得したもの） 

複数の企業により参加する場合は、すべての構成員が提出すること。 

○ ◎ 

１１ 国税、県税及び市町村税の納税証明書（滞納がないことの証明、直近の

２か年分） 

※県税及び市町村税の証明書については、本店の所在する都道府県及び市区町村

が発行するもの。 

○ ◎ 

１２ 会社概要（会社案内、パンフレット等） ○ ◎ 

 ※ 共同事業体の◎は、複数の企業により参加する場合は、すべての構成員が提出すること。 

 ※１～７は、１１月１２日（水）１７時までに、参加表明書とともに提出すること。 

※８～１２は、１次審査の通過者が、１２月１０日（水）１７時までに、企画提案書提出届とともに

提出すること。 

 （２）企画提案書について補足事項 

ア  当業務に関する基本的な考え方、実施方針、実施体制、実施フロー及びスケジュール等を記 

載すること。 

イ 「建物・構造・設備の劣化度を調査して現状を把握し、改修全体の費用を算出」及び「改修

内容の項目ごとに費用と優先度を整理」のそれぞれについて具体的な技術提案を記載するこ

と。 

ウ ７（２）の評価項目に沿った構成とすること。 

（３）提出部数 

    正本 １部 副本 ７部（複写可）※副本は提案者が特定されないようにすること。 

（４）提出先 

    平塚市教育委員会社会教育部平塚市博物館 平塚市浅間町１２番４１号 管理担当 

電話番号 ０４６３－３３－５１１１  

メールアドレス muse@city.hiratsuka.kanagawa.jp 

 （５）提出方法 

    持参 
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６ 選定方法 

本プロポーザルにおける１次・２次審査は平塚市博物館劣化度等調査業務委託に係るプロポーザル

審査委員会（以下「審査委員会」という。）において行う。 

（１）１次審査 （書類審査） 

１次審査は、本プロポーザルの参加者（以下「参加者」という。）から提出された書類を評価

基準に基づき採点を行い、合計得点により順位を決定し、１次審査の通過者を５者選定する。選

定結果は、全ての参加者に対し、電子メールにより通知する。 

（２）２次審査（プレゼンテーション及びヒアリング） 

ア 実施日及び会場 

実施日：令和７年１２月１７日（水） 

会 場：平塚市博物館 

イ プレゼンテーション時間 

企画提案書に基づき、３０分（提案の説明１５分及び質疑応答１５分）程度とする。 

各集合時間については別途調整する。 

（３） 候補者選定 

ア 評価基準に基づき審査し、１次審査と２次審査の合計得点数により、合計得点が最も高い者

を本業務の候補者として選定する。なお、候補者以外の者についても、得点数の高い者から順

位を付する。最も順位が高い者が同点で複数者の場合には、審査委員会の協議により候補者を

決定する。 

イ 結果は、２次審査の対象となった全ての参加者に対し、文書及び電子メールにより通知す

る。 

（４） 注意事項 

ア プレゼンテーションは、企画提案書を最後に受け付けた参加者から順に、個別に実施する。 

イ プレゼンテーションの出席者は説明者含め４名までとする。 

ウ プレゼンテーションは実際に業務に従事する者が説明すること。 

エ 提案説明は企画提案書のみを使用すること。 

オ プロジェクターを使用する場合は、事前に事務局に連絡すること。この場合において、プロ

ジェクターに投影することができるものは、企画提案書とし、追加資料の提出や追加資料の投

影は禁止する。 

カ プロジェクター及びスクリーンは事務局で用意するものとする。プロジェクターを使用する

場合、参加者が所有するパソコンを使用することとし、当日パソコンを持参すること。 

キ プレゼンテーションに参加しない場合は失格とする。 

ク 本プロポーザルに提出した資料、審査結果等については原則として公開の対象文書となる。

ただし、事業を営む上で、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められ

る情報は非公開となる場合があるため、この情報に該当すると考える部分がある場合には、文

書により申し出ること。（公開、非公開の判断は、市が行うものであり、非公開を約束するも

のではない。） 
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７ 評価基準 

（１）１次審査 

各応募者の提出書類の内容（保有資格、業務実績に対して審査を行う。） 

 

 

 

 

（２）２次審査 

２次審査における評価項目と評価の着目点、判断基準、配点は次のとおりとする。 

評価項目 
評価の着眼点 

配点  判断基準 

能力 技術者の資格 

それぞれの資格を保有している場合２点、どちらか一つの場合１点（①～⑤） 

① 公共建築工事品質確保技術者、認定コンストラクションマネジャー 管理技術者 2点 

② 認定コンストラクションマネジャー、一級建築士 主任技術者 2点 

③ 建設コスト管理士、建築積算士 担当技術者① 2点 

④ 認定コンストラクションマネジャー、建築設備診断技術者 担当技術者② 2点 

⑤ 認定コンストラクションマネジャー、設備一級建築士 担当技術者③ 2点 

⑥ 構造一級建築士 担当技術者④ 2点 

経験 
委託業務の 

実績 

令和２年度から参加表明書の提出時までの劣化度等調査業務及

び類似業務実績がある場合 

管理技術者 2点 

主任技術者 2点 

担当技術者① 2点 

担当技術者② 2点 

担当技術者③ 2点 

担当技術者④ 2点 

合計 24点 

評価項目 
評価の着眼点 

配点 
 判断基準 

基本方針 基本的な考え方や姿勢 
本業務及び平塚市博物館の現状を踏まえた基本的な考え方・

姿勢などの取組方針について総合的に評価する。 

10点 

統括マネジメント業務 

業務の実施体制図 
実施体制図について総合的に評価する。想定による記述であ

る場合は、該当箇所に（想定）と記述すること。 

10点 

スケジュールの実効性 

本業務委託の全体スケジュールと各項目の実施期間及び必要

工数について総合的に評価する。なお、本市職員の作業スケ

ジュールも記述し、表形式で作成すること。 

10点 

現状把握と劣化状況調査 

事前調査 

（机上調査） 

調査項目の現状把握と劣化状況調査の具体的な調査方法・内

容などの取り組み方法について総合的に評価する。 

20点 

現地調査 
調査項目の現状把握と劣化状況調査の具体的な調査方法・内

容などの取り組み方法について総合的に評価する。 

30点 

機能性向上、改善策 的確性 事前調査（机上調査）で挙げられた調査項目の機能性向上、 40点 
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８ 提案の無効 

参加者が次の各号のいずれかに該当した場合は、審査委員会において審査の上、当該参加者が行った

提案を無効とする。 

（１）本プロポーザルにおいて提出すべき書類について、この要領に示した提出方法及び提出期限を

正当な理由なく守らなかったとき。 

（２）提出書類に虚偽の内容を記載したとき。 

（３）２（１）に掲げる要件を満たさなくなったとき。 

（４）見積金額が委託上限額を超えたとき。 

（５）この要領に定められた方法以外の方法により、審査委員会の委員その他本市の関係者に対し、

本プロポーザルに対する援助を直接的又は間接的に求めたとき。 

 

９ 契約の締結 

（１）候補者として選定された者と契約締結の交渉を行う。ただし、当該交渉が不調のときは、６

（３）アによる順位が高い者から順に契約締結の交渉を行う。 

（２）契約締結の交渉に当たっては、候補者が提案した業務の内容を尊重するが、必ずしも提案どお

りに実施するものではなく、詳細な事項については、改めて提示するものとする。 

 

10 その他 

（１）企画提案書は、仕様書を参考に本要領により作成すること。 

（２）本プロポーザルへの参加に係る費用は、参加者の負担とする。 

（３）著作権は、企画提案者に帰属する。 

（４）提出された書類は、参加者に無断で本プロポーザルの目的以外の目的に使用しない。 

（５）本市は、本業務の受注者の選定を行うために必要な範囲において、企画提案書等を複写するこ

実現性 

独創性 

改善策の提案について総合的に評価する。 

概算費用算出 

的確性 

実現性 

独創性 

「現状把握と劣化状況調査」及び「機能性向上、改善策」を

踏まえ、改修計画（平面図等）及び優先順位を設定した上で

の概算費用の算出(概ね３パターン程度)の取り組み方法につ

いて総合的に評価する。 

40点 

独自提案 

的確性 

実現性 

独創性 

本業務の成果を一層高めるために、特筆すべき提案事項につ

いて総合的に評価する。 

 

30点 

ヒアリング 
質疑応答説明 

内容・態度 

説明の分かりやすさ、的確性、質問内容の理解度、回答の分

かりやすさ等について総合的に評価する。 

10点 

本業務の見積額 見積の内訳 
本業務の見積額算出に当たり、業務内容ごとに費用の積算が

されているか。 

30点 

合計 230点 
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とがある。 

（６）提出された書類は、返却しない。 

（７）提出された書類について、平塚市情報公開条例（平成１４年１２月２０日条例第２４号）の規

定に基づき、その内容の全部又は一部を公開する場合がある。 

（８）受注者は、本業務の全部を再委託してはならない。 

（９）受注者は、本委託業務に係る一切の情報が漏洩しないよう努めるものとする。また、情報漏え

い事故が発生した場合は、直ちに市に報告するものとする。 

（10）参加者は、参加表明書の提出をもって、この要領及び仕様書等の記載内容を承諾したものとみ

なす。 

 

11 事務担当 

平塚市教育委員会社会教育部平塚市博物館 

住所 平塚市浅間町１２番４１号 

電話 ０４６３－３３－５１１１ 

FAX ０４６３－３１－３９４９ 

メールアドレス muse@city.hiratsuka.kanagawa.jp 

 


